
※分からないことや詳しいことは、問にお問い合わせください。

　　　informations for living Picked Up               くらしの情報　PICK UP

◆デザインイメージ
次のどれかのイメージを題材にしたものとします。
①「山の炎」小岱山や陶芸の窯の恵みを象徴
②「海の炎」有明海の恵みを象徴
③「大地の炎」

石炭産業に貢献した大地の恵みを象徴
④「人の情熱の炎」

荒尾が生んだ偉大な人物「宮崎兄弟」を象徴
◆応募方法
・荒尾が大好きな人であれば誰でも応募できます。
・T シャツの生地色はブルー・イエローの 2 種類。
・デザインは、A4 の用紙に描いてください。
（パソコンで作成する場合は、作品を JPEG 形式
で CD-R に保存してください）

・デザインにボカシの技法は使用しないでください。
・デザインに使用する色は 5 色までとします。
（枠に使用する色も含む）

・前面に必ず「2014」と「あらお荒炎祭」の文字
を入れてください。

・自分で創作した未発表のものに限ります。
・応募は 1 人 3 点までとします。

［申・問］
あらお荒炎祭実行委員会事務局

（荒尾市産業振興課内）
〒864-8686　荒尾市宮内出目390 番地
☎ 63-1421　℻ 63-1158

◆募集期間　2 月 3 日（月）～ 28 日（金）
◆提出方法　事務局 ( 産業振興課 ) に備え付けてあ
る申込書または市ホームページに掲載している申
込書に必要事項を記入し、デザインを持参するか
郵送してください。
◆賞
・最優秀賞　　１点　５万円とデザイン採用
・優秀賞　　　１点　１万円
・特別賞　　   ３点　５千円相当の荒尾特産品
・努力賞  　  20 点   １千円相当の荒尾特産品
◆その他
・応募作品に関する著作権とこれに派生する権利

は「あらお荒炎祭実行委員会」のものになります。
・最優秀作品はＴシャツデザインで使用する他、あ

らお荒炎祭 PR 用として幅広く活用します。
（作品を活用する場合、補作・修正する場合があ
ります）

・応募作品は返却しません。
◆結果発表　
・入賞者には 4 月中旬、郵送で通知します。
・広報あらお 5 月号と市ホームページで公表します。

あなたの荒尾への思いがこもった T シャツで
　元気な荒尾の夏祭りを盛り上げてみませんか！

あらお荒炎祭Ｔシャツを着て総踊りを楽しむ参加者たち（昨年の様子）

第21 回あらお荒炎祭
Ｔシャツデザイン募集

　第 20 回の最優秀賞受賞作品
（深草智裕さんの作品）

▲

平成 25 年　荒尾干潟についての取り組みを報告します 問環境保全課環境企画調査係
☎ 63-1386

忘れていませんか？軽自動車などの廃車手続き 問税務課市民税係
☎ 63-1342

荒 尾干潟は平成 24 年 7 月にラムサー
ル（特に水鳥の生息地として国際的

に重要な湿地に関する）条約に登録され、
平成 25 年 6 月から東アジア・オースト
ラリア地域フライウェイパートナーシッ
プ※に参加しています。渡り鳥のオアシス
として広大な面積を有し、多くの渡り鳥
が飛来する荒尾干潟周辺にはたくさんの
動植物が生息しています。干潟の保全促
進などに活用するため、今後も自然環境
調査を継続していきます。

イベント（主催）

1 月 探鳥会（日本野鳥の会）

2 月 荒尾干潟のワイズユースを考えるシンポジウム
（荒尾干潟保全 ･ 賢明利活用協議会、環境省）

4 月 荒尾干潟デジタル写真コンクール表彰（環境省）/ 探鳥会（日本
野鳥の会）

5 月 自然環境鳥類調査（荒尾干潟保全 ･ 賢明利活用協議会）

6 月
「東アジア・オーストラリア地域渡り性水鳥重要生息地ネットワー
ク」登録、主要道路・海の清掃活動、「荒尾干潟の日 2013」（荒尾市）
/ 自然環境植物調査（荒尾干潟保全協議会）

7 月 マジャク釣り大会での干潟の周知啓発（荒尾干潟保全協議会）

9 月 東与賀（佐賀市）シンポジウムでの講演、自然環境魚類・鳥類
調査（荒尾干潟保全協議会）

10 月 創作ステージ「荒尾干潟物語」開催（荒尾総合文化センター）/
自然環境植物調査（荒尾干潟保全協議会）

※荒尾市で交付する標識の付いた車を使用
している人で、荒尾市外へ転出するとき
は廃車手続きを行ってください。転出先
で車を使用するときは、新たに転出先の
標識を取得する手続きを行ってください。

※軽自動車検査協会などが交付する標識の
付いた車を使用している人で、住所を変
更した人は「住所変更の手続き」、車を譲
り受けた人は「名義変更の手続き」を行っ
てください。

※平成 26 年度軽自動車税の納税通知書は 5
月上旬に発送予定です。

※平成 26 年度軽自動車税の減免申請は、
広報あらお５月号でご案内します。

軽 自動車税は、毎年 4月 1 日現在で登録
中の軽自動車などに課せられます。次

のような人は廃車の手続きをしないと、平
成 26 年度も課税されますので、早めに手続
きを行ってください。

▼ 使用しない車に標識（ナンバープレート）
を付けたまま庭先などに放置している人

▼ 車を解体した人
▼ 盗難で車をなくした人

● 平成 25 年　荒尾干潟についての取り組み

●手続きの方法
種　別 手続き場所など

原動機付自転車
（125cc 以下のバイク =
ミニカーを含む）

農耕作業用自動車
（市町村での標識交付分）

小型特殊自動車
（市町村での標識交付分）

市民課①～⑥番窓口　☎ 63-1302
・新規
　販売証明書か譲渡証明書と認印
・廃車
　標識と認印
・名義変更
　譲渡証明書と認印
・車体変更
　販売証明書か譲渡証明書と認印
※窓口に来る人の本人確認書類の提示が

必要です。

軽四輪乗用
軽四輪貨物

軽自動車検査協会熊本
事務所
〒 862-0902
熊本市東区東本町 16-3
☎ 096-369-5979

必要なもの
・印鑑
・住民票
・標識
・車検証など

※詳しくは左
の連絡先に
それぞれお
問い合わせ
ください。

軽二輪
（125cc 超 ～ 250cc 以
下）

熊本県軽自動車協会
〒 862-0902
熊本市東区東本町 16-3
☎ 096-369-7920

自動二輪（250cc 超）

新小型特殊自動車
（県での標識交付分）

九州運輸局熊本運輸支局
〒 862-0901
熊本市東区東町 4-14-
35
☎ 050-5540-2086

　「荒尾干潟の日
2013」で は、 全
国モーターボート
競走施行者協議会
からの拠出金を受
け、さかなクンに
よる講演会が行わ
れました。

※渡り鳥保全のため、国際的な連携・協力を行い、鳥
類の重要生息地の普及啓発と保全活動を行うもの。

▲
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